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はじめに（計画策定の趣旨） 

 

 

人口減少が急速に進展する中、家族や就労の形態、ライフスタイルの多様化な

どにより、地域では、これまで以上に住民同士のつながりの希薄化が憂慮される

とともに、住民の抱える悩みや課題の複雑化・複合化したケースが年々増えてき

ています。 

  

 このような中、本市では、高齢者・障がい者・子どもなどの制度や分野の枠を

超え、人と人、人と社会がつながり助け合う「地域共生社会」の実現に向けて、

誰もが地域で孤立せずに安心して暮らせるような包括的な支援体制を整備して

いくことを目指し、令和３（2021）年度を始期とする第４次高槻市地域福祉計画・

地域福祉活動計画を高槻市社会福祉協議会とともに策定したところです。 

  

 一方、国では、各市町村の進める包括的な支援体制整備をより具体的に実施し

ていくため、令和３（2021）年４月１日に施行された改正社会福祉法（以下、「法」

という。）に基づき「重層的支援体制整備事業」を新たに創設されました。 

 

 同事業は、第４次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画において、市と社会

福祉協議会、各種相談支援機関や地域の各種団体がこれまで以上に連携を深め、

地域住民の複雑化・複合化した様々な支援ニーズに対応する包括的な支援体制整

備に関する取組をより具体化していくものであり、本市でも、「対象者の世代や属

性を問わない相談支援」、「多様な社会参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を

一体的に行う同事業の実施は重要と捉え、令和５（2023）年度からの事業の実施

に向けて「高槻市重層的支援体制整備事業実施計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

高槻市に住むすべての人々が、 

夢を育み、安心して暮らせる 

自治と共生のまちづくり 

 

＜目指すべき姿・概念の整理＞ 

上位概念（目指すべき姿・理念） 

中位概念（目標・方針） 

具体的手法 

地域共生社会の実現 

包括的な支援体制の整備 

重層的支援体制整備事業の実施 

第４次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画の基本理念 


